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燃やせないごみ

資　源　物

□問本庁・環境施設課※その他の地区は、「家庭ごみの出し方カレンダー」でご確認ください。

対　象　地　区 変更前 変更後

本　
　
　
　
　
　
　
　

渡

月曜日に収集予定の地区

古川、下町、宮地岳町全域

志柿町（瀬戸上、瀬戸中央、知
ヶ崎、加志、仲ノ浦）、瀬戸町

志柿町（東瀬戸、瀬戸上、瀬戸
中央、知ヶ崎、加志、仲ノ浦）、
瀬戸町、下浦町全域
古川、下町、本町、宮地岳町全域

資　源　物

燃やせるごみ
対　象　地　区 変更前 変更後

五  

和

有　

  

明

新  

和

牛  

深月曜日に収集予定の地区

東地区（楠甫、大浦、須子、赤
崎、下津江）

楠甫、下津浦

Ａ地区（大多尾、宮南、宮地浦、
切越、諏訪）

東地区（御領、鬼池）

燃やせるごみ

燃やせるごみ

燃やせるごみ

９月16日㊊（敬老の日）、同23日㊊（秋分の日）のごみ収集日を変更します

９月16日㊊

９月23日㊊

９月16日㊊

９月23日㊊

９月16日㊊

９月23日㊊

９月17日㊋

９月24日㊋

９月20日㊎

９月26日㊍

９月21日㊏

９月30日㊊

９月16日㊊
９月23日㊊

９月16日㊊
９月23日㊊

９月23日㊊

９月16日㊊
９月23日㊊

９月16日㊊
９月23日㊊

９月17日㊋
９月24日㊋

９月17日㊋
９月24日㊋

９月25日㊌

９月17日㊋
９月24日㊋

９月17日㊋
９月24日㊋

燃やせるごみ

９月は市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料の納期です。納期は９月30日㊊です。忘れずに納めましょう。

　市民の皆さん一人ひとりの交通安全意識
を高めるために、秋の全国交通安全運動を
実施します。正しい交通ルールの順守とマ
ナーの実践を習慣付けましょう。
　また、県内では高齢者の死亡事故が多発
しています。出かけ
るときには、交通事
故に十分注意するよ
うに家庭での声かけ
をお願いします。

①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止。
②すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底。
③飲酒運転の根絶。

□問本庁・まちづくり支援課

９月21日㊏～同30日㊊秋の全国交通安全運動

運動の重点

■子どもと高齢者の交通事故防止

運動の基本

■高齢者の交通事故防止

天草市の重点目標

９月30日㊊は
　「交通事故死ゼロを目ざす日」です

　本　庁
天草市役所・市庁舎別館☎㉓1111
　支　所　　　   牛  深☎732111
有  明☎531111・御所浦☎672111
倉  岳☎643111・栖  本☎663111
新  和☎462111・五  和☎321111
天  草☎421111・河  浦☎761111

日本の宝島

　“天草”の創造を目ざして！
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